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※この対応要領は、令和５年１２月時点で作成しています。今後、町民等から

の意見や法改正等により、内容が修正されることがあります。 
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障害者差別解消法とは？？ 

「障がいを理由とする差別」をなくすための法律です。 

障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無に

よって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実

現を目指し、平成２５年６月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害

者差別解消法）が制定され、平成２８年４月１日から施行されました。 

令和３年５月、同法は改正されました（令和３年法律第５６号）。改正法は、令和６年４

月１日から施行されます。 

 障害者差別解消法は、国や市町村といった行政機関や会社やお店などの民間事業者の障

がいがある人に対する「障がいを理由とする差別」を無くすために制定された法律です。 

 対象となる「障がいがある人」とは、障害者基本法で定められたすべての障がいのある

人（身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、その他心身の機能の障がいがあ

る人で障がいや社会的障壁によって、日常生活や社会生活が困難になっている人）です。

障害者手帳をもっていない人も含まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不当な差別的取扱い  合理的配慮の不提供 

正当な理由がないのに、障がいを

理由としてサービスなどの提供を拒

否したり、制限したりすること。 

また、障がいのない人にはつけな

いような条件をつけたりすること。 

  障がいのある人から何らかの配慮

を求める意思表明があったにもかか

わらず、「社会的障壁」を取り除く合理

的な配慮をしないことです。 

 

この法律が禁止する差別とは？ 

差別や合理的配慮を考えていくには、障がいを抱え

る当事者をよく見て理解することと同時に、たくさ

んの当事者の言葉に耳を傾ける必要がある！ 



2 

社会的障壁とは？？ 

 心身の障がいによるものだけでなく、障がいのある人にとって日常生活や社会生活をお

くるうえで障壁となるさまざまなもので、①事物、②制度、③慣行、④観念などがあげら

れます。性別や年齢により、その特性に応じた配慮も必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会的障壁の具体例 

 

 
 

 

３ｃｍ程度の段差でも 

車いすはすすめなくな 

ります。 

 
 

 

難しい漢字や表現ばか 

りでは、理解しづらい 

人もいます。 

 
 

 

画像が多いと読み上げ 

ソフトがうまく機能し 

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観念 
障がいのある人 

への偏見 

 

など 

慣行 
障がいのある人の

存在を意識してい

ない慣習・行事 

など 

制度 
利用しにくい制度 

 

 

など 

事物 
通行、利用しにく

い施設、設備 

 

など 

段差 書類 ＨＰ 

何事も自分自身の「物差し」で判断しがちですが、障がい

者にとってあなたの「物差し」は非常にハードルが高いも

のであることが多いです。 

社会的障壁の除去には、継続的な取り組みが必要です。 
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合理的配慮の提供のプロセス例 

 

 

 

 

 

 

 不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供 

国の行政機関 

地方公共団体など 

禁止 

不当な差別的取扱いが

禁止されています。 

法的義務 

障がい者に対して合理

的配慮を行わなければ

なりません。 

民間事業者など 

禁止 

不当な差別的取扱いが

禁止されています。 

法的義務 

障がい者に対して合理

的配慮を行わなければ

なりません。 

 

 

 

 

 

社会的バリアを

取り除くための申出

建設的対話

合理的配慮の提供

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合理的配慮は、行政活動のほか、教育、医療、公共交通など幅広い分野が対象と

なり、さまざまな配慮が求められます。令和６年４月１日から改正法が施行され、

行政機関のみならず、事業者（個人事業主やボランティア活動グループなども含み

ます）においても合理的配慮が義務付けられます。 

この法律で守らなければならないことのポイント！ 

 

 

～できなくて困っています。 

～だと助かります。 

 

障がいのある人と「話し合い」、「ともに対応策

を検討」することが大切です。互いの歩み寄り

が、最適な対応策を生む「カギ」となります。 

対応例 

・筆談 ・読み上げ ・代筆 

・タブレット端末等の利用 

・介助 など 
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障がいの特性やサポートのポイント 

障がいの種類 主な特性・困難なこと サポートのポイント 

視覚障がい 

視覚障がいのある人の見えかた

は「まったく見えない」「ぼやけて

見える」「中心または周りが見えな

い」などさまざまです。 

また、白杖を持っている、盲導犬

を連れているなど一見してわかる

人もいますが、見た目でわかりに

くい人もいます。 

 

・音声や触れることで情報を得て 

 います。 

 

・ひとりで慣れない場所を移動す 

 ることなどが困難です。 

 

・文書を読むことや書類に記入す 

 ることが困難です。 

 

・白杖を高く真上にあげていたら 

 、ＳＯＳのサインです。 

○助けを求められるのを待た

ず、「何かお困りですか」「お手

伝いしましょうか」などと職

員から声をかけましょう。 

 

○「あちら」「こちら」「これ」「そ

れ」といった表現ではなく、実

際の方向、長さ、大きさなどを

具体的に表現する。 

例）「あなたの３０ｃｍ右」 

  「２歩前」     など 

 

○誘導は、本人の希望する側に

立って職員の肩や腕（肘あた

り）をつかんでもらい、相手の

ペースに合わせて歩く。 

 方向転換する場合や誘導を負

える場合には、細かく声かけ

を行う。 

 

○いすに座ってもらう場合は、

片方の手をいすの背もたれに

触れてもらい、もう片方の手

をテーブルに触れてもらうよ

う誘導します。 

腰かけるのには手助けが必要

ない方が多いです。 

 

 

 

障がい者という定

義やイメージを押

し付けないで！！ 
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障がいの種類 主な特性・困難なこと サポートのポイント 

聴覚障がい 

聴覚障がいのある方の聞こえか

たは「全く聞こえない」「わずかに

聞こえる」「雑音がまじる」などさ

まざまで、話し方や外見ではわか

りにくいことがあります。 

 

・文字や図など視覚から主な情報 

を得ています。 

 

・話せていても聞こえていないこ 

とがあります。 

 

・アナウンスや声かけ、ブザーな 

どに気付くことが困難です。 

 

・話している相手の口の動きなど 

を読み取って話の内容を補って 

いる人もいます。 

○筆談、手話、指文字、口の動き、

表情、ジェスチャーなどさま

ざまな手段を使ってコミュニ

ケーションをとろうと試み

る。 

 

○大声で話すと逆に聞き取りに

くくなることもあるので、ゆ

っくり、はっきり、口の動きを

見せながら言葉を区切って話

す。 

 

○筆談をする場合には、長い文

章だと理解するのに時間がか

かり、わかりにくいことや間

違って理解してしまうことが

あるため、短くわかりやすい

文章を心がける。 

 例）×「すごく混雑しているの

で、住民票の発行ま

で、３０分くらいか

かるそうです」 

   ○「住民票の発行に約３

０分かかります。」 

 

○緊急地震速報などに気付きに

くいことがあります。 

 聴覚障がいのある方が近くに

いたら必ず状況を伝える。 

 

求人条件に「心

身ともに健康

…」ってあると

僕たちはダメだ

って烙印を押さ

れているように

感じるよね。 

そうだよね…。 



6 

 

障がいの種類 主な特性・困難なこと サポートのポイント 

肢体不自由 

 肢体不自由は病気やけがによっ

て、上肢や下肢などの機能の一部

または全部に障がいがあるため、

日常生活に車いすや杖、義足など

が必要で、立ったり座ったりや歩

くことが困難な人、身体に麻痺が

ある人がいます。 

 

・階段や段差などがある場所など 

で、移動が困難になる人がいま 

す。 

 

・車いすの人は、高いところのも 

のをとったり、床に落ちたりし 

たものを拾ったりすることが困 

難です。 

 

・脊椎損傷などの怪我のため、体 

温調節が困難な人がいます。 

○車いすを利用している人と話

す場合は、立ったまま話をす

ると上から見下ろしているよ

うな心理的負担を与えるの

で、かがむなどして目線を合

わせる。 

 

○麻痺などにより言葉がうまく

しゃべれず、聞き取りにくか

ったときは曖昧にせず、確認

する。 

 

○車いすの介助をする場合に、

いきなり押し始めるとのって

いる人に不安を与えるため、

必ず「押します」などの声かけ

を行う。 

 また、急発進や急ブレーキも

極力避ける。 

 

○サポートするときは、自分一

人のちからで無理をせず、必

要に応じて他の職員の協力を

求める。 

 

○一人で車いすの介助をする場

合には、絶対に後輪をあげな

い。段差を降りる際には後ろ

向きになり、後輪から降りる。 

 

 

社会全体に、障がいの有無に関

係なく、高齢者や子ども、妊産婦

などに配慮していこうという余

裕が必要！ 
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障がいの種類 主な特性・困難なこと サポートのポイント 

内部障がい 

内部障がいは内臓機能の障がい

のため、外見やちょっと接しただ

けではわかりにくいことが多く、

その種類は以下のとおりです。 

【心臓機能障がい】 

心臓機能が低下した状態で、ペー

スメーカーなどを使用している人

もいます。 

【呼吸器機能障がい】 

呼吸器機能が低下して、体内の酸

素が不足する症状です。酸素ボン

ベなどを酸素マスクや気管内チュ

ーブで使用する必要があります。 

【腎機能障がい】 

体内に有害な老廃物や水分が蓄積

され、人工透析を行っている人も

います。 

【肝臓機能障がい】 

毒物を解毒するなどの肝臓の機能

が低下した状態です。 

【膀胱・直腸機能障がい】 

膀胱や直腸が機能しなくなった状

態で、人工肛門や人工膀胱を増設

している人もいます。 

【小腸機能障がい】 

消化吸収が困難で、静脈からの輸

液で栄養補給している人もいま

す。 

【免疫機能障がい（ＨＩＶ）】 

免疫機能が低下した状態で、抗ウ

イルス剤を服用しています。 

 

・身体の内部の障がいなので、外 

見ではわかりにくい傾向があり 

ます。外見ではわかりにくいの 

で、他の周囲の人から理解して 

もらいにくいことがあります。 

○外見やちょっと接しただけで

は、わかりにくいことが多い

ため、気軽に申し出てもらえ

るような環境や雰囲気づくり

が重要です。 

 

○体力的な負担を軽減する配慮

が必要です。 

 

○内部障がいのある人は、体力

がなく、免疫も落ちている場

合が多いので、風邪などの感

染症にかかりやすくなり、重

症化しやすくなっているの

で、絶対にうつさないように

する。 

 

○それぞれの障がいを示すマー

クやヘルプマークを携帯して

いることがあるので、見逃さ

ないようにする。 

 

 

【ヘルプマーク】 
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障がいの種類 主な特性・困難なこと サポートのポイント 

内部障がい 

・体力がなく、疲れやすい状態に 

ある人が多いです。 

 

・携帯電話の電波やたばこの煙な 

どが悪影響を及すことがありま 

す。 

 

精神障がい 

 精神障がいは、精神疾患のため

精神機能に障がいが生じて、日常

生活や社会生活をおくることが難

しくなります。 

 

・ストレスに弱く、精神的に疲れや 

すい傾向があります。 

 

・対人関係が苦手な人が多い。 

 

・孤立していたり、病気を隠してい 

る人が多い。 

 

・周囲の言動を被害的に受け止め 

てしまい、上手に対応できない 

ことがあります。 

○できるだけ本人に不安を与え

ないように穏やかに接しまし

ょう。 

 周囲の人が発する雰囲気など

には敏感で、被害的に受け止

めてしまう場合も多くあるた

め、職員側が構えてしまうと

相手に伝わってしまい、コミ

ュニケーションがとりづらく

なる。 

 

○常に本人の調子（コンディシ

ョン）を見ながら無理をさせ

ないよう、また無理をしない

よう気をつけましょう。 

 

○同じ話（妄想等含む）が３回ほ

ど（１時間程度）出てきたら、

本人の精神状態は限界に近い

状態にあることが多いです。 

 丁寧にゆっくりと相手が理解

できるまで話をし、無理のな

い範囲で話を中断させ、お帰

りいただく。 
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障がいの種類 主な特性・困難なこと サポートのポイント 

知的障がい 

知的障がいは、何らかの理由に

より、知的機能の発達に遅れがで

て、社会生活への対応が難しい状

態の人もいます。 

しかし、障がいが比較的軽度な

場合は、社会に出て働いている人

もいます。 

 

・軽度の障がいの場合は、外見や 

少し話をしただけでは障がいが 

あることがわかりません。 

 

・複雑な話や抽象的な話は理解し 

にくい傾向にあります。 

 

・漢字の読み書きや計算が苦手な 

人もいます。 

 

・自分の意見や希望を表現するこ 

とが苦手な人もいます。 

○知的障がいがあっても、成人

している人には子ども扱いせ

ず、１人前の大人として接す

る。 

 

○説明するときには、平仮名や

振り仮名を使い、絵や図など

も使ってなるべく具体的に表

現する。 

 

○会話をするときには、本人が

理解できるまで「ゆっくり」

「はっきり」「丁寧に」「簡略的

に」「わかりやすく」「繰り返

し」話す。 

 

〇何か伝えたそうなことがあれ 

 ば、「慌てず」「ゆっくり」話せ 

る雰囲気になるよう接する。 

発達障がい 

発達障がいは、自閉症、アスペル

ガー症候群、注意欠如・多動性障害

（ＡＤＨＤ）などに類する脳の一

部の機能障がいで、理解や行動の

点で生活しづらいことがありま

す。 

 

・じっとしていることが苦手です。 

 

・相手の表情やその場の雰囲気を 

読み取るのが苦手です。 

 

・外見からはわかりにくいので、 

周囲から理解を得られないこと 

が多くあります。 

 

・年齢相応の社会性が身について 

いないこともあります。 

○複雑で遠回しな印象になる言

い方はしないで、できるだけ

短い言葉、文章や写真、図で完

結に説明する。 

 

○曖昧な表現や抽象的な表現は

避け、具体的に伝える。 

 例）×さっき ⇒〇５分前に 

×もうすぐ⇒〇２分後に 

   ×あそこ ⇒〇■■の前 

   ×なる早 ⇒〇明日の 

15時まで 

   ×適当に   

 

○集中できる時間が短いことも

あるが、ゆっくり丁寧に説明

する。 

 

 


